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鹿児島県隊 会規則 
 

第 章 総 則 

 

第 条 規則 公益社団法人隊 会 隊 会 いう 定款 準 隊 会

定款第 条 地方組織 び隊 会規則第 号 地方組織規則 基 鹿児島県隊

会 必要 事 を定  

称  

第 条 会 鹿児島県隊 会( 県隊 会 いう ) 称  

事 所  

第 条 会 主 事 所を鹿児島  

 

第 章 目的 び事業 

目的  

第 条 会 隊 会定款第 条 基 国民 自衛隊 橋 相互 理解を深

防衛意識 普 高揚 国 防衛 び防災施策 慰霊顕彰事業並び

地域社会 健全 展 献 国 和 安全 寄与 併 自衛

隊 職者等 福祉を増 を目的  

事業  

第 条 会 前条 目的を 事業を行う  

 防衛 び防災関連施策等 対 各種協力 

 自衛隊諸業 対 各種協力 

 予備自衛官等 関 支援 

 殉職自衛隊員 び戦没者等 慰霊顕彰 関  

 殉職隊員 遺族 対 援  

 地域社会 健全 展 寄与  

 機関 等 行 び配  

 会員 福祉厚生 相互扶 び親睦 関  

 隊 会理事長 理事長 いう 委 事業 

10  前条 目的を ふ わ い事業 

 

第 章 会 員 

 種  

第 条 会 会員 隊 会定款第 条 定 種  

 会員 

      警察予備隊 海 警備隊 警備隊 保安隊 び自衛隊 在職 常 職

隊 会 趣旨 賛 者 

     イ 予備自衛官補 採用 現 予備自衛官補 予備自衛官又 即応予備自衛

官 在籍 者 隊 会 趣旨 賛 者 
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    賛 会員 現 自衛隊 在籍 隊 会 趣旨 賛 者 

    特 会員 前 号 外 隊 会 趣旨 賛 個人又 法人 団体  

個人 特 会員 う 会員家族 遺族を含 を個人特 会員 家族  

を個人特 会員 一般                                

    誉会員 隊 会 対 多大 労 あ 隊 会 部 部 いう  

総会 承 者 

 前 会員 う 会員を 一般社団法人 び一般 団法人 関 法

一般社団 団法人法 いう 社員  

入会  

第 条 隊 会 入会を希望 者 誉会員を除 隊 会規則第 号第 条 定 入会

申込書を県隊 会長 会長 いう 提出 い  

   会長 隊 会規則第 号第 条第 基 入会申 込 を 場合 理事長

承 を  

   入会 細部要領 い 定  

会費  

第 条 会員 隊 会定款第 条 び隊 会規則第 号第 条 基 会費を納入

い   会費 即日入会者を除 会 い 徴  

会員 額 ，  

会員 会費 分( , )を一括前納 者 終身 会費を免除

終身会員  

特 会員 個人 一般 会員 額 口 ， 個人 法人 会員 額 口

， 口 並び 個人 家族 会員 額  

会 必要 応 終身会員 対 会運営 一部 担を求

金額 会費を基準 寄付金 処理  

 特 会員 会費 変更 支部長等会議 議決  

 会 徴 会員費 ％を 部 納入 い 当分

間 納入金 免除 部 金 扱う  

 終身会員 帰 先居 地を入会 県外 変更 場合 い 会 残

数 応 会費を変更先 県隊 会長 移管  

任意 会  

第 条 会 会員 び特 会員 会 う 隊 会規則第 号 定 会

を会長 提出  

除  

第 条 会員 い 当 至 総会 議決 理事長 対

部総会 当 会員 除 伸を  

 隊 会定款又 隊 会規則  

 隊 会 誉を傷 又 目的 行為を  

 除 当 事由 あ  

 前 規定 理事長 会員 除 通知 あ 当 会員 対 会長



- 3 - 

除 旨 通知を い  

会員資格 喪失  

第 条 前 条 場合 ほ 会員 い 当 至 資格を

喪失  

 総 会員 意 あ  

 見開始又 保 開始 審 を  

 死亡 若 失踪宣告を 又 会員 あ 団体 解散  

 連 会費を納入 い  

会員資格 喪失 伴う権利義  

第 条 会員 第 条 第 条 規定 資格を喪失 会 対

権利を失い 義 を 履行 義 を免 い  

    会 会員 資格を喪失 納入 会費 び 出金

を返還 い  

 

第 章 役員等 

役員 設置  

第 条 会 役員を置  

 県隊 会理事役 理事役 いう     

 県隊 会監事役 監事役 いう    又  

 理事役 う を会長 若 を副会長 び常 理事役 又 事 局長

び若 事 局 長を置 必要 臨機 役職を置  

     臨機 役職等設置 都度 度計 等 示  

役員 選任  

第 条 理事役 び監事役 会員 中 支部長等会議 選出 相互 兼

い  

  会長 副会長 常 理事役 事 局長等 理事役会 議決 い 選出

会長 い 総会 い 承 を 理事会 推薦 承 を

 

役員 職  

第 条 会長 県隊 会を 表 会 を統括  

 副会長 会 を分掌 会長を補 会長 事故 あ あ 定

序 職 を 理  

 常 理事役 び臨機 役職 業 を分担 会 事業遂行を  

 事 局長 会 会議 び会計並び 一般事 を処理  

 監事役 会 資産会計 び業 執行状況を監査  

 理事役 選考基準 数 び会 分掌 分担 定  

役員 任期  

第 条 理事役 び監事役 任期 選任 終了 事業 度 う 最終

関 定時総会 終結 時 再任を妨 い  
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 補 選任 理事役又 監事役 任期 前任者 任期満了  

 理事役又 監事役 第 条 定 定数 足 任期 満了又

辞任 任 新 選任 者 就任 理事役又 監事役

権利義 を  

役員 解任  

第 条 役員 心身 故 職 遂行 堪え い 又 役員 ふ わ い

行為 あ 任期中 いえ 支部長等会議 議決 解任

 

 

報酬等  

第 条 役員 無報酬  

 役員 職 を執行 要 費用 支払いを

場合 支給基準 い 支部長等会議 議決を経 定  

誉会長 び顧問 相談役  

第 条 会 誉会長並び 顧問 び相談役を  

  誉会長 総会 い 推薦  

  顧問 び相談役 顧問等 いう 理事役会 推薦 会長 委嘱

 

 誉会長 び顧問等 会長 必要 定 事 諮問 応  

 顧問等 関 細部 理事役会 議決を経 会長 定  

 

第 章 事 局 

事 局  

第 条 会 事 を処理 事 局を  

 事 局 関 規定 理事役会 議決を経 会長 定  

書類 備置 び閲覧等  

第 条 会 主 事 所 常 掲 書類を備え置 一般 閲覧 供

備え置 期間 法 等 定 あ い 準

備え置   

 県隊 会規則類 

 理事役 び監事役 簿 

 会員 簿 

 事業計 書 

 支予算書 

 事業報告 決算書等 

 監査報告 

 総会 理事役会 び支部長等会議 議事録 

 法 総会 要求 書類 

 前 各号 書類 閲覧等 い 隊 会 部 定 情報公開 関 規則等



- 5 - 

 

 

第 章 組  織 

組織  

第 条 会 原則 位 支部を ほ 分会 び部会を 組織  

 数個 を 支部を設置 場合 地域 広範 分散 場

合 〇〇地区協議会 事  

       場合 部組織 称を〇〇支部又 分会  

地区協議会 び支部 機能  

第 条 地区協議会 び支部 支部等 いう 会組織 中 基礎 位

会 び自主計 事業 び活動を行う  

 支部等 会員 掌握 会費 徴 機関 ( ) 配 情報 伝 び会員 親睦等

事業を行う  

地区協議会 び支部 役員  

第 条 地区協議会 地区協議会長 副地区協議会長を 支部 支部長 副支部長を 役

員 い 第 条を準用  

 地区協議会長 び支部長 支部長等 いう 支部会員 互選又 推薦

総会 い 選出  

 支部長等 支部等を 表 規則 定 支部等 業 を統括  

 

 副地区協議会長 副支部長等 役員 支部長等 定 業 を分担

遂行 支部長等を補 会 連携 業 遂行 分担 留意  

分会  

第 条 支部 部組織 分会を設 分会 会員相互 親睦を深

支部活動 基礎 組織 役割 任  

 分会 分会員 互選 分会長を  

部会  

第 条 会員 職域環境 地域 出身 等 特性 応 部会を設

 

 部会 活動 会員相互 親睦 連携を深 会 び支部 連携を密

会 活動 寄与 う  

 

 

第 章 会議等 

種類 び開催  

第 条 会議 総会 び理事役会並び 支部長等会議 総会を分 定期総会 び臨時

総会  

 理事役会 構 全理事役会 び常 理事役会  

 会長 前第 役員会を開催  
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構  

第 条 総会 会員を 構  

 理事役会 う 全理事役会 理事役 監事役を 常 理事役会 会

長 副会長 び常 理事役を 構  

 支部長等会議 第 条 役員 び支部長等を 構  

 役員会 目的 第 条 関 役員 構  

権限  

第 条 総会 規則 規定 ほ 揚 事 い 議決  

 各事業 度 事業報告 び決算 承  

 会員除 規則 変更等重要事 承  

会 運営 関 重要 事  

 理事役会 則 規定 ほ 揚 事 い 議決  

総会 支部長等会議 い 議決 事 執行 関 事  

総会 支部長等会議 付議 事  

総会 議決を要 い会 執行 関 事  

 支部長等会議 則 規定 ほ 揚 事 い 議決  

各事業 度 事業報告 び決算 議定 

各事業 度 事業 び予算計 議決 

総会 い 支部長等会議 議決 委 事  

会長 付議 事  

 役員会 会運営 関わ 事 い 協議  

招集  

第 条 定期総会 毎 回会長 招集  

 臨時総会 理事役会 必要 会員 分 監事

会議 目的を示 請求 あ 会長 招集  

 役員会 基準 会長 招集  

全理事役会 原則 回定期的 必要 応 臨時 開催  

常 理事役会 半期 回定期的 必要 応 臨時 開催  

 支部長等会議 必要 応 会長 招集  

 役員会 会長又 関 理事役 要請又 協議 必要 事 い 役

員 所掌区分 又 関 所掌相互間 随時開催  

 総会 招集 総会 日 間前 総会 付 事 日時 び場所を示

書面を 通知 い 総会 出席 い 会員 書面又

電磁的方法 議決権を行使 を理事役会 定 場合 総会

間前 当 事 を 載 書面を 通知を い  

 顧問等 理事役会 要請 役員会 出席 意見を述  

議長  

第 条 総会 議長 出席 会員 互選 選出  

 理事役会 び支部長等会議 議長 会長  
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 役員会 議長 必要 応 設  

議決権  

第 条 総会 議決権 会員 個  

定足数  

第 条 総会 総 会員 議決権 過半数を 会員 会議 構 員 過半数

出席 開 い  

議決  

第 条 会議 議決 出席者 過半数 決 可否 数 議長 決

 

 前 前段 場合 い 議長 会員 表決 わ い  

議決権 行使  

第 条 総会 い 会員 議決権を行使 い 総会 出席 い 会

員 議決権 行使 書面 議決権 行使 議決権 理行使 又 電磁的方法

議決権 行使 い 当 会員 議決権 行使書を 又 理

人 委任条 び 理権を証明 書面を 会 提出 い  

 前 理権 授与 総会 提出 い  

 第 会員 び 理人 理権を証明 書面 提出 え 当 書面

載 事 を電磁的方法 提出 場合 い 当 会員

又 理人 当 書面を提出  

 実施要領 度当 期 示  

書面 議決権 行使  

第 条 書面 議決権 行使 議決権行使書面 必要 事 を 載 総会 日時 直

前 業 時間 終了時 を 会 提出 行う  

 前 規定 書面 行使 議決権 数 出席 会員 数 算入

 

電磁的方法 議決権 行使  

第 条 電磁的方法 議決権 行使 会 了承を得 総会 日時 直前 業 時間

終了時 議決権行使書面 載 事 を 電磁的方法 会 提出

行う  

 前 規定 電磁的方法 行使 議決権 数 出席 会員 数

算入  

議決権行使様式等  

第 条 各議決権行使書 載事 等 隊 会規則様式第 ～様式第 を準用

 

議事録  

第 条 会議 役員会を除 議事 い 事 を 載 議事録を作

い  

   開会 日時 び場所 

   会員又 理事役 支部長等 現在数 
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   会議 出席 会員又 理事役 支部長等 氏  

   議決事  

   議事 経過 要 び 言者 言要旨 

   議事録署 人 選任 関 事  

 議事録 議長 び理事役 中 会議 い 選出 議事録署 人 人

署 い  

 

第 章 資産 び会計 

資産 構  

第 条 会 経費 各号 入を 充  

部 金 

会費 

寄付金 

   資産 生 入 

 入 

資産 管理  

第 条 会 産 会長 管理 方法 理事役会 議決  

会計 度  

第 条 会 会計 度 毎 日 始 翌 日 終わ  

事業計 び 支予算  

第 条 会 事業計 び 支予算 い 会計 度毎 支部長等会議 議決を経 定

 

 会長 毎会計 度開始前 度予算案 い 予算報告書を作 理事役会

提出 承 を 毎 日 理事長 報告  

 第 書類 い 主 事 所 当 事業 度 終了 間備え置

一般 閲覧 供  

事業報告 び決算  

第 条 会 事業報告 び 支決算 度終了 ヶ 産目録 監事

役 検査を経 総会 承 を得 い 決算 い

味 産増減計 書を作 支部長等会議 議決を経 毎 日 監査

報告書を添え 理事長 報告 総会 承 を得 期日

間 合わ い場合 見込額 報告 修 必要 場合 や 理事長 報告

 

 前 規定 報告 承 書類 い 事 所 間据え置 一般

閲覧 供  

特 会計  

第 条 会 事業を行う あ 必要 あ 特 会計を設  

 前 特 会計 前条 予算 び決算 計 い  
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第 章 見舞金 び香典並び 表彰 び感謝状 

見舞金 香典 表彰 び感謝状  

第 条 見舞金 び香典 関 手 並び 表彰 び感謝状 贈呈 関 細部 手

い 定  

 

 

第 章 規則 変更 

規則 変更  

第 条 規則 支部長等会議 議決を経 総会 い 過半数 意 変更

 

 

 

第 章 補 則 

報告  

第 条 定期 び臨時 報告 要領 い 定  

 

委任  

第 条 規則 施行 い 必要 事 会長 理事役会 議決を経 定  

 規則 定 い事 い 定款 規定を準用  

部組織 規定  

第 条 地区協議会 支部 分会 部会 規則を施行 必要 事 を定

 

    前 場合 序を経 会長 報告  

 

 

付則 

  規則 日 施行  
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例規第 1 号 入会要領 い  

 

 目 的 

  規則第 条 基 入会要領 細部 い 必要 事 を定  

 

 会員 入会要領 

会員 入会者 隊 会入会申込書兼会員カ ド 会員カ ド いう 会費

び写真を添え 申 込  

入会者 う 部隊等 職時 入会申込者 即日入会者 いう 職時 部

隊 い 入会手 を行う  

県 居 入会者 県隊 会 い 入会手 を行う  

 

 居 地移転 出 

会員 居 地を移動 時 所属支部長 直轄 場合 県会長 出

 

出を 支部長 会長 地区協議会 あ 場合 地区協議会長を経 報告

 

会 所要 手 を行い 会員カ ドを添え 移転先 県隊 会長 通報  

 

 特 会員 入会要領 

特 会員 個人 び法人会員等 入会者 入会申込書 会費を添え 申 込

 

個人特 会員 家族 入会要領 支部長 定 入会 支部長 個人特 会員

家族 び 会員 氏 を会長 報告 会長 理事長 承 を

 

 

 入会申込書等 

  入会申込書等 様式 隊 会規則第 号 第 第 び第  

 

 会員証 

  会員証 様式 隊 会規則第 号 第 び第  

 

 例規 日 実施  
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例規第 号 役員 選考基準 び会 分掌区分 

 

 目 的 

規則第 条 基 理事役 選考基準 数 び会 分掌 分担を定 為 人 を適

選出 滑 機能的 会 運営を  

 

 役員 選考基準 

 

 理事役 び監事役 い 会長 示 役員 び支部長等 構 役員選考

委員会 交 前 度 適任者を選考  

    役員選考委員会 選考 適任者を 支部長等会議 付議  

 役員 気概 び奉 精神 富 会 展 寄与 得 為 会員 中

選考  

 選考 あ 適 を 充 支部 利益 表的 選考を 公 を旨

陸海空 出身 び地域 均衡 留意  

 

 役員 数 び会 分掌分担 

 

 理事役 数 び会 分掌分担 役員 区分 役職 び任 表 を基準  

 

 監事役 を基準 会 予算 決算等会計 び会 執行状況を監査 会

長 報告  

  

 例規 日 実施  
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別 紙

役 職

数

基 任務 業務項目 業務要領

会長

会長 行

統括副会

長

隊 会 在 方

関 事項

県隊 会 在 方 検討 ・ 会 在 方 い 的 検討

組織 関 事項

会組織・機能

      効率

支部等組織 改編

結成等地区

      支部等 結成

・ 会 部組織 状況 応 た改編 び役員等 任

務区分 明確

・ 予備自部会等 構成

・ 顧問・相談役等 構成

・ 市 村合併 伴う支部等組織 改編 進

・ 休眠・ 結成地区 支部等結成 進

会員 関 事項

会員 掌握 び 簿

      管理

会員・会勢 拡大

  福利厚生 び再就職

      支援

・ 全会員 所在確 び 簿 作成管理

・ 即日会員 入会 進拡充 検討・入会 進

・ 女性・特別会員入会 勧誘拡充

・ 適宜 福利厚生事業 び再就職支援 推進

規則 関 事項  規則 例規等 改正監理 規則等改廃 起案 手 徹底等 措置

総務 関 事項

総会 主催

  総務事項 わ

一般事務 遂行

・ 総会 企 ・準備・運営

・ Ｇ 所掌を除く 総務全般 わ 一般事務

処理

市民活動等支援

在 方 関 事

項

 市民活動等支援 在

 方 検討

・ 市民活動等支援 在 方 い 的

検討

防衛諸活動 関

    事項

一般市民 防衛思

      想 普 ・啓蒙

防衛問題諸施策等

      推進

国民保護法・防災行

      貢献策推進

防衛議員連盟等

      連携

・ 会・支部等主催 ゼミ 講演会等 開催 び一

    般市民 参加 進

・ 防衛体制整備等 請願 積極的提出 び署 活

    動等 推進

・ 県市 村等自治体 保護法制・防災行 施策

    連携・貢献策 検討・推進

・ 防衛議員連盟・会員議員 拡充要請 び連携

   推進

会員 啓蒙 関

    事項

 防衛思想 関 事業

 行事 研修会活動

・ 会員 防衛諸問題研修会等 参加 意見交換 開

    陳等 推進

・ 会員 た 防衛問題研究会等 開催

奉 活動 関

    事項

 ボラン ・地域活動

 推進

・ 会 部・支部等 奉 活動 積極

・ 奉 ･福祉活動 行 び関 団体 協 参

    行動 推進

・ 奉 活動 積極的 広報

広報 関 事項  会活動 周知・伝達

・ 会・支部等 会議 活動 会員情報等 会員 予

    備自等 伝達 隊 さ 発行

・ 隊 ・ フェンス 積極的投稿

・ 地方紙 内会 等 活動投稿

 部隊等 支援 在 方

関 事項

 部隊 地 等支援 在

 方 検討

・ 支援 在 方 い 的 検討

部隊 地 等支援

関 事項

和協力業務・派遣

      支援

部隊行動・訓練激励

      支援

部隊 地 等活動・行

      事 支援

予備自 予備自補等

      激励支援

部隊等 連絡調整

      推進

募集･援護協力 在

      方 検討 び推進

・ 派遣部隊・隊員 び留守家族 激励・支援

・ 災害派遣 検閲 特殊訓練等部隊 行動 訓練等

    激励・支援

・ 部隊等活動 防災訓練等 行事 記念日 慰霊祭

    等 慰問 参加等 支援

・ 予備自等招集訓練時 顕彰 激励等支援

・ 部隊等一般情報・ 会 要望 期待等把握 部

    隊等 懇談会等 実施

・ 部等 連絡調整 び連携活動

・ 募集 援護 遺族業務等 協力・支援 地

    協議検討 び推進

・ 予備自等入 職 身 把握 び通報処置

会 長

統括Ｇ

会長 行

区 分

役 員 区 分・役職 び 任 務 表

会務全般補 び会長 特 指定 事項

会務全般統括

全般・行事等参加 行 び会長 特 指定 事項

第

副会長

常務

理事役

数

理事役

数

第 Ｇ

市 民

広 報

地 域

第

副会長

常務

理事役

数

理事役

数

第 Ｇ

総 務

管 理

組 織

第

副会長

常務

理事役

数

理事役

数

第 Ｇ

部隊等

親   睦

諸団体
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役 職

数

基 任務 業務項目 業務要領

親睦活動 関

    事項

会親睦活動 推進

支部等 親睦活動

      活性

支部等間 親睦活動

      交流 推進

関 諸団体等 親

      睦 拡充

・ 会全般 親睦活動 拡充 び融和団結 進

    特 全支部等 参加 親睦会 開催

・ 各支部等 各種親睦会等を計 び諸活動

    積極的参 意識 振興

・ 各支部等 親睦活動 門戸開 Ｒ等 支

    部等間 交換交流 進

・ 積極的 Ｒ 家族 市民団体等 会主催親睦

    活動 参加拡充 進

協力諸団体等

     連携 関 事項

協力諸団体等 把握

協力諸団体 連絡

      協働 進

部隊 地 等 O

      会・後援会 連携

入港艦隊 対 歓

      迎

・ 協力諸団体等 区分 そ 活動等 調査

・ 協力諸団体 活動 行事等を通 融和・親睦

    醸成

・ 協力諸団体 連絡協議会 創設 検討・推進

・ 部隊 地 等支援 あた 後援会等 協

    ・連携 検討 推進

・ 入港艦隊を歓迎 会 連携強

・ 会 入港艦隊 積極的歓迎支援

会 度計

び会議 関 事

項

度業務・事業計

      等 策定

諸会議 計 ・執行

・ 各業務予定 総括 び全業務計 策定

・ 総会資料 総括

・ 各種会議 総会を除く 企 ・準備・運営

会 会計 関

事項

収支予算 び決算業

       務 遂行

予算 執行・経理業

      務 遂行

資産管理 び会計業

      務 遂行

会費・寄付金・助成金

      管理運営

・ 貴重経理 適正・効果的 事業配分・運営

・ 適正厳格 経費 運用

・ 適宜適正 会費 徴収 び納入事務 推進

・ 終身会員 運営経費負担要請 推進

・ 会員 奉 活動

隊 会 部 地

    支部等 連絡調

    整 び業務一般処

    理 関 事項

部 支部等 会役

      員等 連携

記 わ 業務

      処理

・ 部 定期･随時報告 処理

・ 部 び 会指示 通知等事務 処理

・ 会資料等 会役員 支部等 達処理

・ そ 事項 処理等

監事役 業務 執行監査 関

事項

業務 執行監査 実施 厳正 監査 実施

特 定 団 体

副会長

 海自鹿屋 会 鹿屋地区 関 事項

特 定 部 隊

特 定 地 域

理事役

各地区

計

川薩・ 薩・南薩・

大隅・熊毛・奄美

地区担当

各地区 関 事項

職 域 部 会

理事役

女性部会 女性 関 事項

隊 さ

理事役

隊 さ 発行 関 事項

摘 要

副会長 理事役 業務推進 び計 実行 補 関 事項

所掌副会長 職務遂行を主導 各理事役等 特定事項を所要 都度指定 担当さ

全般 亘 特別事業等 実施 分掌 わ 委員会 Ｔ 等を創置 遂行

事務局理事役 事務局長 定 ころ 職務を分担遂行

特

定

職

務

監 理

区 分

第 Ｇ

部隊等

親   睦

諸団体

第

副会長

常務

理事役

数

理事役

数

事務局

事務局長

事務局

次長

数

理事役

数
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例規第 号 顧問 び相談役 委嘱基準 い  

 

 目 的 

  規則第 条 基 委嘱基準 び委嘱数を定 会長 必要 事 い 適 

時諮問 得 態勢を確立  

 委嘱 実施 

  顧問 び相談役 委嘱 あ 隊 会活動 労 献度 理事役会 推 

薦 者 対 会長 委嘱  

 委嘱基準 び委嘱数 

顧問   会員 外 適任者  

    国会議員       

   イ 協力 好団体等 長 

相談役    

 県会長 任者 び 準 績 あ 会員  

   イ 県副会長 び支部長等を 期( ) 会員 隊 会 活動 労 あ 会

長 者  

   ウ 特 理事役会 推薦 会員 隊 会 活動 労 あ 会長

者  

 任期 び解任 

 顧問 任期 当 職 役職 在 間 人 辞 申 出 

あ 場合 を尊重 会長 決定  

相談役 任期 人 辞 申 出 い 自動的 任期を  

 

連 2 県 定期総会 出席 い場合 辞  

 委嘱状 交付 通常定期総会 い 会長 う  

 顧問 び相談役 任期を満了 場合 任期中 績 基 通常定期総会  

い 感謝状を贈呈  

 例規 日 実施  
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例規第 号 定期 び随時報告 い  

 

 目 的 

  規則第 条 基 会 業 実施 必要 定期 随時報告 種類 び報告 時期 

等を定 業 滑 実施 資  

 報告要領 

種  類 報告項目 区  分 

報告時

期 

報告内容 報告先 

定期報告 

 会員 表彰 部会長表彰 

月  

例規第 表

彰 び感謝状

贈呈 い

 

 事務局長 

 個人・団体  会長表彰 

 感謝状 贈呈 

部会長感謝

状 

 個人・団体  会長感謝状 

 特別会員  新規 月 日 

氏 所        

連絡先 勤務先 

 支部定期総会資料 当 度分 

総会後  

日 

  

 支部等会員 簿 当 度 現在 月 日 

別紙第

 

 支部等会勢状況 当 度分 

月 日 

別紙第

 

支部等主要事業実績 当 度分 

別紙第

 

随時報告 

 会員 死亡 

 そ 都度 や 実施 

例規第 見

舞金 香典等

び慰霊祭助成

金 交付等

い  

協力 部 死亡

           

事務局長        

災害情報

普連第 科長      

99 ‐ ‐  

 会員 重度障害 

 会員 火災・風水

害被害 

 支部長 交    

一次的 理含  

氏 所        

連絡先 職業等 

 近隣 大規模災害

等情報 

日時場所 災害

種類規模等 

 

 報告 あ 規定 書式 定 い を除 電 フ ックス  

実施  

 例規 日 実施  
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別紙第  

         

支  部  等  会  員    簿 

         

     

   支  部  等     

         

   氏       〒         現    所     摘   要 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

        ※ 県隊 会 入会者 摘要欄 例 記入  

 

            県入会  
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別紙第  

             

支  部  等  会  勢  等  状  況 

             

         

   支  部  等     

 会 勢 状 況 

      

区       分 

人員数 

 会 員 終身会員 計 

前 度 正会員数     

異    

動 

部経由即日入会     

県隊 会取扱 

入会者     

会者        

度 正会員

数 

＋ ＋

     

+ ;+ +  

度 正会員     

出 身 別 内 訳 

陸      

海      

航 空     

そ      

       

                ※ 表 欄  死亡会員内数 

 度  女 性 会 員 数  

   

             

度 予備自衛官等会員数 

一  般  

即  応  

予備自衛官補  

             

 度  特 別 会 員 数 

個人会員 

一般 件 

そ  件 

法人会員等 件 

     

              ※ そ 欄 家族会員 件数を記入 

 会費等徴収状況 

      

会費徴収 

寄 付 金 

終身会員  会員  

特別会員等

 

                    件 件 件 
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別紙第  

             

 支  部  等  主  要  事  業  実  績 

         

   支  部  等     

             

o. 事     業 内    容 実   績 摘   要 

 防 衛 講 演 会  実 施 回 数 回   

 慰   霊   祭  参 加 回 数 回   

 募  集  協  力 

 情 報 提 供 数    

   うち入隊者数    

 就 職 援 護 協 力 

 情 報 提 供 数    

   うち就職決定数    

 部 隊 行 事 

 参 加 回 数 回   

   延 参加人員    

 社 会 活 動 

 実 施 回 数 回   

   延 参加人員    

 親 睦 活 動 

 実 施 回 数 回   

   延 参加人員    
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例規第 号 会議等参 時 交通費一部 担 い  

 

 目 的 

  規則第 条 基 役員等 県隊 会 会議等 参 場合 会長 理者 

会員 葬儀 被災 び病気等を見舞う場合 部隊 協力 好団体 招聘 応 場合  

役員 担を軽減 会議等 参 を容易 県 交通費一部補 基準を定  

 

 担 基準 

 

鹿児島 会議 実施 場合 

   , を基準 地域 

   薩摩川 ～樋脇 ～入来  

  イ 金峰 ～川辺 ～知覧  

  ウ  霧島 西 

  イ , を基準 地域 

      前 外 地域 

 

 鹿児島 外 会議等 実施 場合 

   会議実施場所 Km , 外 ,  

 

 会議等 実施 参 者 い 前各号 適用除外  

 

 会員 葬儀 病気 被災見舞い等を実施 場合 地域 関 一 , を基準  

 

 

 規定 県 状況を 案 実施 あ 会長 予算 範 い を 

執行 支出困難 状況 至 場合 理事役会 承 を得 を一時停  

 

 

 例規 日 実施  
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例規第 号 支部等 組織 い  

 

 目 的 

  規則第 条 支部等組織 再編要領等 関 基 的事 を定 会 運営を 

機能 得 新組織体制を構築  

 

 再編等検討時 考慮事  

事業 活動遂行 一体性 機能性 

組織 揮 効性 機能性 

会 運営 親睦活動等 地域性 容易性 

合併地区組織 役割 構 等を考慮 機能性 

支部等会員 再編 合併 現行組織 対 全体意向 

 

 再編等検討要領 

  定 組織検討委員会 一案を 支部長等 協議 要領等を概定 地区 

支部等 協議 決定  

 

 地区協議会等 組織 

 地区協議会を設置 場合 部組織 支部 分会 支部 部組織を分会  

 

県隊 会 基礎 位組織 地区協議会 支部  

 

 報 告 

支部等 新組織 結 場合 報告  

称 

地区協議会長 支部長 分会長 氏 所 連絡先 勤 先    

 

 例規 日 実施  
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例規第 号 役員交 基準 い  

 

 目 的 

  規則第 条 示 役員 交 を 滑 実施 常 新 気鋭 役員を 的 用 

 会 活性 寄与  

 

 役員 任期 

  規則第 条 示 を基  

   

 役員 選考要領 

 役員改 前 度 選考委員会を設置 支部長等数 び理事(会長 副会長  

   常 理事役 監事役 事 局)を 構  

   委員会 設置時期 改選 前 度 期  

改 度 前 期 支部長等会議 選考委員会 理事役等候補者を提議 改 前

度最終支部長等会議 決定   

支部長等 常 新 気鋭 役員適任者 掘 改選時期 符合 積極的 推薦

 

 

 

  地区協議会 び支部役員 選考 あ 基準 準 新 気鋭 役員 用  

 

 

 例規 日 実施  
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例規第 号 香典 見舞金等 贈呈 び慰霊祭 金 交付等 い  

 

 目 的 

  規則第 条 会員 死亡 場合 香典等 重度 害 火災 災害等  

被災 場合 見舞い金 び 賛 会員 死亡 場合 香典 公 死亡 場合 供 

花料 贈呈並び 殉職隊員 関わ 慰霊祭 金 交付要領等 い 必要 事 を定  

 会員 関わ 香典等 び見舞金 

 会員 死亡 場合 香典 電 び重度 害( 表 示 害) 場合並び 火 

災 風水害 被災 場合 見舞金 贈呈基準 経費 県 担  

   香典 基準  5,000      (香典返 を事 局 付)  

  イ 電 基準  1,000 限度 実費  (領 証を事 局 付)  

  ウ 重度 害 対 見舞い金  表 重度 害等 表  

    第 1  10,000   第 2  7,000   第 3  5,000  

  エ 火災 風水害等 被災 対 見舞金 

  火災 場合 

     現 居 家 全焼 場合  30,000  

     前 外 程度            20,000 ～10,000  

  イ 風水害 場合 

     現 居 家 全壊 場合  30,000  

     前 外 程度      20,000 ～10,000  

  ウ 被害 程度 び見舞い金額 い 当事者 消防 警察 び当 支部長等 意見

を聴 都度県隊 会長 決定  

 香典 電 見舞金 贈呈 通常県隊 会長 当 支部長若 会長 指  

理者  

 賛 会員 関わ 香典 び供花料 

 隊 会 部 賛 会員 関 香典 び供花料 贈呈 県隊 会長 駐屯地  

基地等所在 支部長 実施  

 賛 会員 死亡 関わ 経費 隊 会 部 担 支部長等 参列 場合 県 

事 局 支部長等 直接現金を立替 金  

 殉職隊員 関わ 慰霊祭 金 

  県隊 会長 主催 殉職隊員 慰霊祭 び自衛隊 実施 殉職隊員 慰霊祭 参  

場合 隊 会 部 交付金 ほ 必要 応 県隊 会 経費を  

 顧問 特 会員等 関わ 香典 び見舞い等 

顧問 び特 会員 対 香典 電 供花 見舞い金等 贈呈 い 都度会長 

 決定   

 例規 日 実施  
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 表 

 

重 度  害 等  表 

 

   

等               害    程  度 見舞金 

第 1  

   両眼を失明  

 10,000  

   咀嚼 び言語 機能を廃  

   神経系統 機能又 精神 害を残 常

介護を要  

   胸腹部臓器 機能 著 い 害を残 常

介護を要  

   両 肢を肘関節 失  

   両 肢 用を全廃  

   両 肢を膝関節 失  

   両 肢 用を全廃  

第  

   眼を失明 眼 視力 ．

 

   7,000  

   両眼 視力 ．  

   神経系統 機能又 精神 著 い 害を残

随時介護を要  

   胸腹部臓器 機能 著 い 害を残 随時

介護を要  

   両 肢を腕関節 失  

   両 肢を足関節 失  

第  

   眼 失明 視力 ．

 

   5,000  

   咀嚼 び言語 機能を廃  

   神経系統 機能又 精神 著 い 害を残

終身労 服 い  

   胸腹部臓器 機能 著 い 害を残 終身

労 服 い  

   両手 手指 全部を失  
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例規第 号 表彰 び感謝状 贈呈 い  

 

 目 的 

  規則第 条 基 県隊 会 表彰状 び感謝状を 申又  贈呈 場合 基準 び手 

等 い 必要 事 を定  

 表彰 実施 

  表彰 会員 対 会長 び支部長等 各号 い 績 顕著 場合  

行う  

各種事業を活 行い 特 公益事業 関 活動 良好 あ  

会員 増勢 び会 運営活動 良好 あ  

永 わ 会員 あ 業績 顕著 会員 模範 あ  

予備自衛官等 あ 会員 訓練招集 出席 い  

前号 会員 予備自衛官等を定 職 第 定 職 予備自衛官

等 表彰実施基準 当 場合 

会長 必要 場合  

 感謝状 贈呈 

  感謝状 贈呈 前条 表彰対象者 外 個人並び 部隊 駐屯地 基地等 団体等  

いう 各号 当 場合 行う  

隊 会 育 充 展 寄与 績 著 い  

隊 会行事 対 直接支援 績 著 い  

会員 入会 支援 績 著 い  

会長 必要 場合  

 表彰 び感謝状贈呈 実施区分 

  表彰 び感謝状贈呈 実施区分  

会長 

   表彰 び感謝状贈呈 当 事 容 県隊 会全般 わ 場合  

  イ 支部長等 会長 実施を 申 会長 を妥当 場合  

地区協議会長 

   表彰 び感謝状贈呈 当 事 容 地区協議会全般 わ 場合  

  イ 支部長 地区協議会長 実施を申請 地区協議会長 を妥当 場

合  

支部長 

   前 号 外 場合  

 表彰 び感謝状贈呈者 選考 

 表彰 び感謝状贈呈者 選考 表彰等選考委員会 会長 副会長 常 理事役 事  

局長 行 う  

 表彰等選考委員会 事 を行 う  

    隊 会長表彰 び感謝状贈呈 申者 選考 

  イ 会長表彰 び感謝状贈呈者 選考 
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  ウ 必要 事  

 

 表彰 実施 び感謝状贈呈 時期 

  表彰 実施 び感謝状贈呈 時期 総会時 行 う を例 状況  

適時随時 実施  

 会長表彰 基準 

 会長 表彰 間基準数  

   第 条第 号 第 号 第 号 び第 号  程度を基準 

  イ 第 条第 号      当者全員 

支部長等 表彰を 申 場合 間基準数  

   隊 会長表彰    

  イ 会長表彰   支部会員 場合 申  

隊 会長表彰 申 原則 会長表彰 賞者 中 選考  

   前回 表彰 隊 会長表彰 会長表彰 を経過 者を選考  

県隊 会 隊 会長表彰 申者数 を基準  

 表彰 申 

会長 支部長等 表彰 申  

 時 期  当 度  

イ 様 式    第 表彰 申書  

         第 感謝状 申書  

隊 会長表彰 び感謝状 申 

   会長 表彰等選考委員会 選考 基 隊 会長表彰 び感謝状 申を実施  

 感謝状    部外団体 含自衛隊 び部外個人 

イ 表彰状    部 団体 び部 個人並び 部 個人 

 例規 日 実施  
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第  

定 職を予定 予備自衛官等 表彰基準 

 

 表彰基準 

 

  表彰 掲 条件 当 予備自衛官等 対 行う  

 

 会員 会員 あ  

 

 予備自衛官を定 職 者 

 

 表彰を 度 び過去 回 訓練出頭 い  

 

 前号各号 特 県隊 会長 必要 者 

 

 表彰時期 び方法 

 

招集訓練 出頭 招集訓練 日 行う い場合  

降 日 行う  

 

表彰 表彰状 副賞を添え 行う  
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第  

表   彰      申   書 

申          日 

申区分  :  隊 会長 会長 

対象区分  :  個人 団体 

申支部等  地区協議会長 支部長     印 

推薦 位 
 候補者氏名 隊 会役職  推 薦 理 由 

※ 過去 賞 を付  団体  団体名及び役職名  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

２ 
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第  

感  謝  状    申  書 

申          日 

申区分  :  隊 会長 会長 

対象区分  :  個人 団体 

申支部等  地区協議会長 支部長     印 

推薦 位 
 候補者氏名 所属団体  推 薦 理 由 

※ 過去 賞 を付  団体  及び役職等 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

      

 


